
平成 28 年度用 「返還のてびき」 正誤表 

 
頁 正 誤 

２４ 

【返還期限猶予】の証明書一覧  

欄外 

※外国の大学・大学院等に留学している場合の猶予期

間は，その学校に在籍している期間となります（通算

１０年の取得制限なし。１年毎の願出が必要）。 

※外国の大学・大学院等に留学している場合の猶予期間

は，その学校に在籍している期間となります（通算１０年の

取得制限年数。１年毎の願出が必要）。 

 


